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博士学位申請論文審査基準等について 

 

【学位論文審査基準】 

日本語教育研究科に提出し、受理された博士学位申請論文が、日本語教育に資するものであり、

日本語教育学の深化、発展に寄与するものであることが認められた場合、博士学位申請論文提出

者に対し、博士(日本語教育学)の学位が授与される。  

 

 

【審査の観点】 

博士学位申請論文は、課程博士、論文博士に関わらず、以下の観点に基づき、総合的に審査さ

れる。 

（１）独創性 

   先行研究を適切に踏まえた上で、先行研究とは異なる論者の独創性があるか。 

（２）実証性 

   適切な方法論と必要十分な根拠に基づいた分析、考察となっているか。 

（３）論理性 

   明確で説得力のある論理が展開されているか。 

（４）構成 

   論文全体の構成や展開が明確であるか。 

（５）形式 

   論文としての様式、体裁が整っているか。 

適切な表記、表現となっているか。 

 

【審査体制】 

 博士学位申請論文の審査（課程博士・論文博士共通）、学識の確認方法（論文博士のみ）

については、次のような体制で行う。 

 

１．博士学位申請論文の審査（課程博士・論文博士共通） 

（１）最終口頭試問（公開）の実施 

博士学位申請論文審査委員会は、博士学位申請論文提出者に対して、公開で最終口頭
試問を実施する。審査委員会委員（主査、副査）が進行をする。 

＊最終口頭試問の具体的な実施方法については、別に内規を定める。 

審査委員会では、博士学位申請論文、最終口頭試問に基づき審議を行い、審査報告
書を作成し、日本語教育研究科運営委員会に提出する。 

（２）日本語教育研究科運営委員会における合否決定 

日本語教育研究科運営委員会（専任教員全員）では、審査報告書に基づき審議を行

い、合否の決定をする。 

 

２．学識確認審査会（論文博士のみ） 

博士学位申請論文提出者に対し、必要に応じて、学識確認審査会を実施する。審査会
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委員（主査、副査）が進行をする。 

(１)学識確認の試問方法 

a）原則として受理後 2か月以内に行う。 

b）専門およびそれに関わる分野については、提出論文に関わる基礎文献および引用

資料などについて試問を行う。 

c）外国語については、基礎的な読解力を確認する。 

（２）日本語教育研究科運営委員会における合否決定 

日本語教育研究科運営委員会では、学識審査会委員からの審査報告に基づき審議を

行い、合否の決定をする。 

(３)申請者が次の各号にあたる場合は、学識確認は免除される。 

学識確認の免除の可否は、研究科運営委員会において審議を行い、決定する。 

a）旧大学院学則〔昭和 50（1975）年度以前入学者〕によるもので博士学位検定試験

合格者であるもの。〔「研究科委員長会（1984.2.10）申し合わせ」による。〕 

b）現大学院学則〔昭和 51（1976）年度以後入学者〕によるもので、原則として、博

士後期課程に３年以上在学し、３年間の研究指導を受けたもの。 

c）日本語教育研究科運営委員会が特別な理由があると認めた場合〔学位規則第１６

条２項により免除〕。 

特別な場合とは、申請者が大学の教員※であって、かつ、提出された研究業績書等

に基づき、関連分野に関し相当の学識があると判断されたものである場合をいう。 

    ※「大学」および「大学の教員」とは、以下の意味を含有する。 

イ 「大学」には大学に準じる研究機関等を含む（早大の附属・系属高校は含まない）。 

ロ 「教員」とは、次のものをいう。 

ⅰ）現職の専任教員または退職した元専任教員 

ⅱ）受理時に現職である非常勤講師 

ⅲ）受理時に現職である、本学日本語教育研究センターインストラクター（任期付・

非常勤） 

 

【指導体制・プロセス】 

 日本語教育研究科は、国内外における日本語教育の充実、発展のために、日本語教育学

の専門家を養成し、理論と実践の力が総合的に身に付いた有能な人材を育成することを目

的としている。 

 博士後期課程では、在学する各学期にわたり、研究指導教員を中心に複数の教員の指導

のもとに研究指導を受け、博士論文計画書ならびに経過報告書を提出する。予備審査会に

おける博士論文執筆継続が認められ、さらに、検討を行い、論文提出に必要な研究業績（論

文発表、学会発表各３本）を有した上で、博士学位申請論文を提出する。具体的には、次

のようなプロセスで行う。 

（１）学生は、在学する各学期にわたり、研究指導教員を中心とした複数の教員の指導の

もとに研究指導を受ける。 

（２）学生は、在学する各学期にわたり、博士論文計画書ならびに経過報告書を提出する。 
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（３）学生は、学位申請論文提出に必要な研究業績論文発表３本、学会発表各３本のため

の指導・支援を受ける。 

（４）学生は、予備審査会用論文を提出し、公開で発表を行う。 

提出された博士学位申請論文は、審査委員（主査・副査）による公開の最終口頭試問を

経て、研究科運営委員会における審議の結果、合格した者に対して、「博士（日本語教育学）」

の学位が授与される。 

 

以上 
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